
令和８年５月２７日 

 

まちづくり委員会資料 

 

１ 令和８年第２回定例会提出予定議案の説明 

 

（１）議案第８７号 

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 資料１  川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の概要 

      （清算金を分割徴収する場合において付すべき利子の利率を定めるもの） 

 資料２  川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 参考資料 土地区画整理法施行令第六十一条 

まちづくり局 
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川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例の概要 

（清算金を分割徴収する場合において付すべき利子の利率を定めるもの） 

 

１ 土地区画整理事業の概要 

   土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。 

図 土地区画整理事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「土地区画整理の手引き（一般社団法人全日本土地区画整理士会）」を基に作成 

資料１ 

・土地評価、換地計算等に基づき換地先を設定します。

・将来、換地とされる土地の位置、範囲を指定します。

・建物等移転　仮換地先へ建物を移転します。
・工事　　　　道路・公園整備、宅地整備等の工事を実施します。

・土地の権利の移行・新たな地番・清算金※の額といった換地計画案の内容を事前に権利者へ周知することで、
　換地処分公告後の清算金事務等を円滑に行うことを目的とした任意の手続です。
・これまで権利者の皆様へは、清算金の目安となる地積が確認できる「清算地積」をお知らせしていますが、
　事前通知で清算金額を初めて提示することとなります。

※「清算金」とは、従前の土地と整理後の土地との間に生じた評価の不均衡を是正するために、徴収または
　交付する金銭のことをいいます。地区全体で、徴収金額の合計と交付金額の合計は同額となります。

・換地計画案の縦覧　換地計画を定めようとする場合は二週間、公衆の縦覧に供しなければなりません。
・換地計画の決定　　土地の権利の移行・新たな地番・清算金の額などを定めます。

・換地計画に定められた事項の効力を発生させる手続です。

・土地・建物登記　施行者が土地、建物等の変更に伴う登記をまとめて実施します。
・清算金事務　    清算金の徴収、交付等の手続を行います。

事業完了

ａ　都市計画決定

ｂ　事業計画決定

ｃ　換地設計

ｄ　仮換地指定
全ての仮換地指定が完了

ｅ
建物等移転
【完了】

ｆ
工事

【おおむね完了】

ｇ　換地計画案の事前通知
≪任意の手続≫

ｈ　換地計画案の縦覧
ｉ　換地計画の決定

ｊ　換地処分

ｋ
土地・建物

登記

ｌ
清算金事務
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２ 清算金のイメージ 

清算金とは、従前の土地と整理後の土地との間に生じた評価の不均衡を是正するために、施行者が、土地の権利者から徴収し、又

は土地の権利者に交付する金銭のことをいいます。 

図 清算金のイメージ 
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３ 川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の趣旨 

川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例（以下「条例」という。）は、土地区画整理法に基づき、本市が施行する登戸

地区の土地区画整理事業に関し、土地区画整理事業の名称、施行地区に含まれる地域、土地区画整理事業の範囲その他必要な事項

を定めるものです。 

 

 

４ 清算金の分割徴収について 

条例第 26 条（清算金の分割徴収又は分割交付）に「施行者

は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金が 20,000 円 

以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又

は分割交付することができる。ただし、施行者が、当該清算金

を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を納めることが

困難であると認める場合は、分割徴収する期限を 10 年以内と 

することができる。」と定められています。 
  

 

 

 

 

５ 条例改正の理由 

   清算金の分割徴収を行うに当たり、清算金を分割徴収する場合において付すべき利子について、土地区画整理法施行令の規定に

より条例で定めることとされている利率を定めるため、条例を改正するものです。 

別表（第26条関係） 

徴収又は交付すべき清算金の総額 
分割徴収又は 

分割交付する期限 

分割 

回数 

20,000 円以上  50,000 円未満 ６月以内 ２ 

50,000 円以上 100,000 円未満 １年以内 ３ 

100,000 円以上 150,000 円未満 １年６月以内 ４ 

150,000 円以上 200,000 円未満 ２年以内 ５ 

200,000 円以上 250,000 円未満 ２年６月以内 ６ 

250,000 円以上 300,000 円未満 ３年以内 ７ 

300,000 円以上 350,000 円未満 ３年６月以内 ８ 

350,000 円以上 400,000 円未満 ４年以内 ９ 

400,000 円以上 450,000 円未満 ４年６月以内 10 

450,000 円以上 ５年以内 11 
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６ 条例改正の内容（清算金を分割徴収する場合において付すべき利子の利率を定めるもの） 

条例第 26 条（清算金の分割徴収又は分割交付）に次の内容を追加します。 

「清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、換地処分の公告があった日の翌日における財政融資資

金※１の次に掲げる条件による貸付けの金利と同一の利率（当該利率が同日における法定利率※２を超えるときは、法定利率）とす

る。 

 ⑴ 元金均等償還※３であること。 

 ⑵ 半年賦※４かつ全期間固定金利貸付であること。 

 ⑶ 貸付期間が５年以内であり、かつ、据置期間※５を置かないこと。」 
※１ 財政融資資金 公共性の高い事業を行うために、国が地方公共団体などへ長期・低利・固定で貸し付ける長期資金 

※２ 法定利率 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときに適用される利率 

※３ 元金均等償還 元金を返済回数で均等に割り、毎回同じ元金額を返す償還方法 

※４ 半年賦 半年に 1回返済する方式 

※５ 据置期間 元金の返済を猶予する期間 

 

７ 財政融資資金貸付金利の採用理由 

 ・清算金の分割徴収制度は、当該徴収清算金額を市が一定期間立て替えることから、その間の資金調達コストを反映した利率を定め

る必要があります。 

 ・財政融資資金貸付金利は公共事業に係る長期資金の金利であること、複数の首都圏域の都市で清算金を分割徴収する場合において

付すべき利子の利率として採用されている実績があることから、本事業における当該利率は財政融資資金貸付金利と同一の利率と

いたします。 

 

８ 施行期日 

   公布の日から施行します。 
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川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例 ○川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例 

昭和 63 年６月 27 日条例第 25 号 昭和 63 年６月 27 日条例第 25 号 

（清算金の分割徴収又は分割交付） （清算金の分割徴収又は分割交付） 

第 26 条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金が

20,000 円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又

は分割交付することができる。ただし、施行者が、当該清算金を納付すべ

き者の資力が乏しいため当該清算金を納めることが困難であると認める場

合は、分割徴収する期限を 10 年以内とすることができる。 

第 26 条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金が

20,000 円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又

は分割交付することができる。ただし、施行者が、当該清算金を納付すべ

き者の資力が乏しいため当該清算金を納めることが困難であると認める場

合は、分割徴収する期限を 10 年以内とすることができる。 

２ 前項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、施行者が指定す

る期間内にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、施行者が指定す

る期間内にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合にお

いて、第２回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は

交付期限の日から起算してそれぞれ６月を経過した日とする。 

３ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合にお

いて、第２回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は

交付期限の日から起算してそれぞれ６月を経過した日とする。 

４ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合にお

いて、第１回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得

た額を下らない額とし、第２回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額

から第１回の納付額又は交付額を減じた額を分割回数から１を減じた回数

で除して得た額にそれぞれの納付期限又は交付期限までの利子を付した額

とする。 

４ 第１項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合にお

いて、第１回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得

た額を下らない額とし、第２回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額

から第１回の納付額又は交付額を減じた額を分割回数から１を減じた回数

で除して得た額にそれぞれの納付期限又は交付期限までの利子を付した額

とする。 

資料２ 
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５ 第１項の規定により清算金を分割徴収する場合において当該清算金に

付すべき利子の利率は、法第 103 条第４項後段の規定による換地処分の公

告があった日の翌日における財政融資資金（財政融資資金法（昭和 26 年

法律第 100 号）第２条の財政融資資金をいう。）の次に掲げる条件による

貸付けの金利と同一の利率（当該利率が同日における法定利率を超えると

きは、法定利率）とする。 

（新設） 

（１）元金均等償還であること。  

（２）半年賦かつ全期間固定金利貸付であること。  

（３）貸付期間が５年以内であり、かつ、据置期間を置かないこと。  

６ 第２項の規定により清算金の分割納付の承認を受けた者は、納付期限

前においても未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することがで

きる。 

５ 第２項の規定により清算金の分割納付の承認を受けた者は、納付期限

前においても未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することがで

きる。 

７ 第１項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者

は、必要があると認めるときは、交付期限前においても未交付の清算金の

全部又は一部を繰り上げて交付することができる。 

６ 第１項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者

は、必要があると認めるときは、交付期限前においても未交付の清算金の

全部又は一部を繰り上げて交付することができる。 
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土地区画整理法施行令第六十一条 

 

○土地区画整理法施行令 

昭和 30 年政令第 47 号 

（清算金の分割徴収又は分割交付） 

第六十一条 法第百十条第二項の規定により清算金（法第百十一条の規定により相殺することができる

場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。）を分割徴収し、又は分割交付

する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第百三条第四項の規定による公告があつた

日の翌日における法定利率（分割徴収する場合にあつては、当該法定利率以内で規準、規約、定款又

は施行規程で定める率）とし、第一回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するもの

とする。 

 

参考資料 
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